
申込商品名 

ドコモ回線ご契約者向け スマートマネーレンディング 

 

申込先 

株式会社 SBI新生銀行 

 

反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意書：要旨 

 

(1) 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団

準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その

他これらに準じる者（以下併せて「暴力団員等」といいます。）に該当しないこと、および次の各号の

いずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。 

 

①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって

するなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる

関係を有すること 

⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有

すること 

 

(2) 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確

約いたします。 

 

①暴力的な要求行為 

②法的な責任を超えた不当な要求行為 

③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用をき損し、または銀行の業務を妨害

する行為 

⑤その他前各号に準ずる行為 

 

(3) 会員が暴力団員等もしくは（1）各号のいずれかに該当し、もしくは（2）各号のいずれかに該当

する行為をし、または（1）における表明もしくは確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員

との取引を継続することが不適切である場合には、銀行は、会員に対する通知により、会員とのす

べての契約を直ちに解除することができます。なお、解除時に残債務がある場合は、会員は債務 



全額を直ちに一括して支払うものとします。なお、本契約の解除後も、会員が本契約に基づく残債

務の履行を完了するまでは、かかる債務の履行に関する限り、本契約の内容および条件ならびに

「ドコモ回線ご契約者向け スマートマネーレンディングの取扱いに関する規約」の関連条項（但

し、約定返済にかかる条項を除きます。）は有効に存続するものとします。 

 

(4) 「ドコモ回線ご契約者向け スマートマネーレンディングの取扱いに関する規約」一般規約第7

条（1）の届出の遅滞、住所地における不在など会員の責めに帰すべき事由により、前項の通知が

延着しまたは到着しなかった場合には、その通知が通常到達すべき時に会員とのすべての契約が

解除されるものとします。 

 

(5) （3）および（4）により会員とのすべての契約を解除した場合、銀行は、会員に対し一切の損害

賠償責任を負いません。また、銀行に損害が生じたときは、会員がその責任を負うものとします。 
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